
 

 

平成２７年度第１回ハンセン病啓発講演会開催要領 

 

 

 

１．目 的 

     平成２１年４月に「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」（ハンセン病問題基

本法）が施行されましたが、法律の施行によりハンセン病問題が解決するものではあ

りません。長年にわたるハンセン病回復者やその家族が受けてこられた強制隔離・言

われなき差別の歴史を受け止め、ハンセン病問題に対する正しい理解と知識を深める

とともに、ハンセン病回復者やその家族の名誉回復および福祉の増進を図ることを目

的として、講演会を実施する。 

 

２．主 催  

     滋賀県 公益財団法人滋賀県健康づくり財団 

 

 

３．内容 

     日時：①平成２７年１１月１７日（火）１４：００～１５：００ 

        ②平成２７年１１月２５日（水）１４：００～１５：００ 

     場所：特別養護老人ホーム福寿荘 

大津市大萱七丁目７－１ 

ＴＥＬ ０７７－５４５―２１６０ 

     内容：①講演「ハンセン病問題を知っていますか」  

           「ハンセン病回復者として地域で生きるということ」 

         講師 ・社会福祉法人
恩賜
財団済生会支部大阪府済生会  

ハンセン病回復者支援センター 原田 惠子氏 

            ・ハンセン病関西退所者原告団いちょうの会事務局長  

 

        ②講演「ハンセン病回復者と家族がおかれている実態と  

福祉分野における課題」  

           「国賠訴訟原告というかけがえのない経験」 

         講師 ・社会福祉法人
恩賜
財団済生会支部大阪府済生会  

ハンセン病回復者支援センター 加藤 めぐみ氏 

            ・ハンセン病関西退所者原告団いちょうの会副会長  

   

   対象：特別養護老人ホーム福寿荘等職員 約１４０名（２日合計） 

 

    


